
特　別　育　成　費　内　訳　書

	里親名
	





記

	学　年
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	児童氏名
	対象経費区分
	経費の名称
	数　量
	単　価
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	合　　　　　　計
	
	
	
	
	


· 実支出額を証明するために、領収書、学校から発行された金額の記載のあるもの（納入費用の案内など）又は学校からの証明書のいずれかを添付すること。
· 対象となる経費は、「特別育成費の費用について」を参照すること。
· 対象経費区分は、「教育に必要な諸経費」「入学に際し必要な学用品」のいずれかを記入すること。
· 実支出額が以下の上限額を超えた場合、原則は上限額で申請すること。なお、上限額を超える
場合でも、一時的に費用のかかる月においては、必要に応じて数月分をまとめて請求することも可能とする。
・教育に必要な諸経費　　国公立：28,330円/月　　私立：39,540円/月
・入学に際し必要な学用品　　86,300円




記入例

特　別　育　成　費　内　訳　書

	里親名
	




記

	学　年
区　分
	児童氏名
	対象経費区分
	経費の名称
	数　量
	単　価
	金　額

	１
	新潟　花子
	教育に必要な諸経費
	授業料
	１
	9,900
	9,900

	
	
	
	生徒会費
	１
	1,000
	1,000

	
	
	
	PTA会費
	１
	1,000
	1,000

	
	
	
	クラブ活動費
	１
	6,000
	6,000

	
	
	
	学校納付金
	１
	4,100
	4,100

	
	
	
	
	
	小計
	22,000

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	入学に際し必要な諸経費
	制服一式
	１
	40,000
	40,000

	
	
	
	通学鞄
	１
	5,000
	5,000

	
	
	
	通学靴
	１
	5,000
	5,000

	
	
	
	入学金
	１
	5,650
	5,650

	
	
	
	体操着
	１
	5,000
	7,000

	
	
	
	
	
	小計
	62,650

	
	
	
	
	
	（上限）
	86,300

	合　　　　　　計
	
	
	
	
	88,650


· 実支出額を証明するために、領収書、学校から発行された金額の記載のあるもの（納入費用の案内など）又は学校からの証明書のいずれかを添付すること。
· 対象となる経費は、「特別育成費について」を参照すること。
· 対象経費区分は、「教育に必要な諸経費」「入学に際し必要な学用品」のいずれかを記入すること。
· 実支出額が以下の上限額を超えた場合、原則は上限額で申請すること。なお、上限額を超える
場合でも、一時的に費用のかかる月においては、必要に応じて数月分をまとめて請求することも可能とする。
・教育に必要な諸経費　　国公立：28,330円/月　　私立：39,540円/月
・入学に際し必要な学用品　　86,300円

